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※　式場の１回とは､午後２時から翌日午後１時までのことです。

※　遺体安置室の１回とは、１泊のことです。

※　火葬料(非課税)を除く使用料については、消費税込みの料金

　です。

※　生活保護世帯等は、火葬料・霊柩自動車使用料等が減額にな

　ります。

※　火葬中の待合室は、北山市民会館１階の部屋（無料）を用意

　しますが､こちらでは会食はできません。通夜日や火葬中･火葬

　後に会食をされる場合は、北山市民会館２階の部屋（有料）を 　松戸市斎場では、火葬場、式場、霊柩車、遺体安置室、北山

　予約の上でご利用ください。 市民会館を利用することができます。

施設概要 　葬儀等を執り行う場合の関係する手続き、斎場の業務内容、

使用料金、案内図等を掲載しましたので、参考としてください。

所在地：松戸市串崎新田63番地の１

施　設：(１)斎場

　 火葬場：火葬炉・10基(空冷ロストル式、灯油使用)

　 式場：２室 [ 式場、ロビー、控室（和室）]

　 遺体安置室：６体まで ⒍　棺の中にプラスチック類や爆発性のある物、硬貨類等を入れ

　  (２)北山市民会館 　ますと、ご遺骨を損傷するばかりでなく、火葬炉の損傷・故障 〒270-2216

 　１階:待合室５室(洋室３室､和洋室１室､ホール１室） 　の原因や火葬時間が長くなります。また、指輪・貴金属(宝石･ 松戸市斎場 所在地：松戸市串崎新田63番地の１

　 ２階:市民会館施設（洋室５室） 　金・プラチナ等）についても、焼失を伴う誤解の発生原因とも 電　話：０４７－３８７－４０４２

休館日：友引の日、１月１日～３日 ※　松戸市斎場において、「心付け」等のご配慮は一切必要ございません。

※　駐車場が少ないので、できるだけ自家用車でのご来場はご遠慮ください。

松戸市斎場の使用料　　（令和元年10月１日現在）

式
場 第２（大式場）

第１（小式場）

火
葬

15歳以上

15歳未満

死胎児

外　　科

え　　な

１　回 24,200円 48,400円

１　回 44,000円 88,000円

6,500円 13,000円

宮型霊柩車 １　回 8,900円 17,800円

１　回遺体安置室

１　個 800円 13,000円

1,600円 25,000円

１　個 1,200円 20,000円

区分 単位

使用料

死亡者または申請者

市民 市民以外

１　体 3,000円 50,000円

改葬遺骨

17時～21時

北山市民会館（２階）の使用料

区分 単位

９時～17時

300円 5,000円

１　体

１　包

１　胎 1,000円 15,000円

申請者

市民 市民以外 市民 市民以外

(R7.4.1)

540円

第６洋室 １時間 440円 880円 550円 1,100円

第1･2･3･5洋室 １時間 220円 440円 270円

松戸市斎場

施設配置図

斎場案内図

利用のご案内

（概要版）

●京成松戸線

●京成松戸線

京成松戸線

京成バス


